
   太田市農業振興ＰＲ事業費補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、多くの市民に地元農業と地場産農畜産物の信頼と理解を高め、もっ

て地域農業の活性化を図ることを目的に、市内に所在する農業協同組合（以下「組合」

という。）が実施する農畜産物の展示即売会並びに宣伝及び広告活動等の事業（以下「農

業振興ＰＲ事業」という。）に要する経費の一部に対し予算の範囲内で太田市農業振興Ｐ

Ｒ事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて太田市補助金等に関

する規則（平成１７年太田市規則第７６号）に定めるもののほか、必要な事項を定める

ものとする。 

 （補助金の対象経費） 

第２条 補助金の対象となる経費（以下「対象経費」という。）は、組合が実施する農業振

興ＰＲ事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。 

 ⑴ 原材料費 

 ⑵ 燃料費 

 ⑶ 保険料 

 ⑷ 備品購入費 

 ⑸ 使用料及び賃借料 

 ⑹ 印刷製本費 

 ⑺ 消耗品費 

 ⑻ 委託費 

 ⑼ その他市長が必要と認めるもの 

 （補助金の額） 

第３条 補助金の額は、対象経費の総額（消費税及び地方消費税の額を除く。）の２分の１

以内の額（その額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とす

る。 

 （書類の整備等） 

第４条 補助金の交付を受けた組合は、補助事業に係る収入及び支出についての証拠書類

を整備し、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から５年間保管して

おかなければならない。 

 （その他） 

第５条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 



 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

 （この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効の

際現に補助金の交付の決定を受けた組合については、第４条の規定は、なおその効力を

有する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年３月３１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年３月３１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３０年３月３１日から施行する。ただし、第２条第８号を同条第９号

とし、同条第７号の次に１号を加える改正規定は、同年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年３月３１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和６年３月３１日から施行する。 


